
全体の医療費

保険でまかなう医療給付費

自己負担
（窓口支払分）
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【茨城県後期高齢者医療給付費準備基金残高】
基金残高（億円）

令和２・３年度における茨城県の
後期高齢者医療保険料率が決まりました

後期高齢者医療保険料率の見直しについて

均等割額 （参考）平成３０・令和元年度

均等割額　39,500円
所得割率　8.00％

　令和2・3年度の後期高齢者医療保険料率が下記のとおり決定されました。（※茨城県内は均一
の保険料率となります。）

　後期高齢者医療保険料率は、都道
府県単位で計算され、2年ごとに見
直されます。

　後期高齢者医療制度では、広域連
合から医療機関へ支払う医療給付費
（医療費から被保険者の窓口負担を
除いた分）の約1割を、後期高齢者医
療保険料でまかなっているため、後期
高齢者医療保険料率は、今後2年間の
医療給付費等の見込みに対応できる
よう計算します。

保険料率改定についてのＱ＆Ａ

Ｑ．保険料率はどのように決まるのですか？

　高齢者の医療の確保に関する法律第104条及び同法施行令第18条において、算出の方
法が定められています。
　今後2年間（令和2・3年度）で必要な費用額（後期高齢者医療給付費、保健事業に要する
経費及び葬祭費等）から、保険料以外の収入額（国や県、市町村からの負担金、現役世代か
らの支援金等）を差引くことにより、保険料として必要な金額を算出し、被保険者数や所
得の見込みを考慮して保険料率を決定します。

　被保険者数の増加に伴い、医療
給付費は年々増加しております
が、茨城県では、後期高齢者医療
広域連合が保有する基金を取り
崩すことで、保険料率を8年間（平
成24年度～令和元年度）据え置く
ことができました。

　しかし、令和元年度末で基金が
底をつくため、令和2・3年度の医
療給付費を保険料でまかなえるよう、
保険料率を改定いたしました。

　保険制度の安定的な維持・運営
のため、ご理解くださいますよう
お願いいたします。

46,000円（6,500円増）
所得割率 8.50％（0.50％増）

A

Ｑ．私の令和２年度の保険料額は具体的にいくらになりますか？

　令和2年度の保険料額は、令和元年（平成31年）中の所得によって決まります。具体的な
保険料額については、令和2年7月頃に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。
　なお、毎年、均等割のみ納めている方は、2ページ目の「1．所得が低い方に対する均等割
額の軽減」の表をご参照ください。

A

Ｑ．令和４年度以降の保険料率はどうなりますか？

　保険料率の見直しは２年ごとに行います。令和4・5年度の保険料率については、令和3年
度に直近の医療給付費の動向や制度改正等を勘案して算出します。

A

Ｑ．こんなに保険料率が上がる理由は何ですか？

　保険料は、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費（医療費から被保険者の窓口負担
を除いた分）のおよそ1割分に充てています。
　被保険者数の増加に伴う医療給付費の増加や、後期高齢者負担率（※）の上昇により、必
要な保険料額は年々増加しています。
　当広域連合では、保有する基金（過去に納めていただいた保険料や国交付金等の残額）
を取り崩して保険料不足分を補てんすることで、保険料率を8年間（平成24年度～令和元
年度）据え置くことができました。
　しかし、この基金が令和元年度で底をつくため、令和2・3年度の医療給付費を保険料で
まかなえるよう、保険料率を改定いたしました。
　※医療給付費における後期高齢者負担（保険料）の割合のことで、国が決定します。現役

世代からの支援金（医療給付費の約４割分）を担う若年人口が年々減少している中、
現役世代1人当たりの負担の増加を緩和するため、世代間負担の公平性の観点から、
後期高齢者負担率が上昇しています。（令和元年度11.18％→令和2・3年度11.41％）

A

茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課   TEL.029-309-1213

お問い合わせ先
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夫の年金収入 均等割額の軽減割合 世帯主（夫） 世帯員（妻）
令和２年度 保険料額 令和２年度 保険料額

80万円以下 ７割 13,800円 13,800円
150万円 7.75 割 10,300円 10,300円
210万円 ５割 71,400円 23,000円
250万円 ２割 119,200円 36,800円
300万円 ― 170,900 円 46,000円

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合算額が次の場合 軽減割合 軽減後の均等割額
① 33万円以下の世帯（②を除く） 7.75割 10,350円
②  33万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下

の世帯（その他各種所得がない場合に限る） 7割 13,800円
③ 33万円 +「28万 5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 23,000円
④ 33万円 +「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 36,800円

軽減の基準 令和元年度 令和２年度
上記③ 「28万円×世帯の被保険者数」 「28万5千円×世帯の被保険者数」
上記④ 「51万円×世帯の被保険者数」 「52万円×世帯の被保険者数」

軽減の基準 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
上記①の場合 8.5 割軽減 8.5割軽減 7.75割軽減 ７割軽減上記②の場合 ９割軽減 ８割軽減 ７割軽減

年金収入 均等割額の軽減割合 令和2年度 保険料額
80万円以下 7割 13,800円

150万円 7.75割 10,300円
190万円 5割 54,400円
210万円 2割 85,200円
300万円 ― 170,900円

所得割額
（賦課のもととなる金額）

× 8.50％

個人ごとの保険料額の決めかた

令和２年度の保険料の具体例

令和２年度の保険料軽減措置について

※賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除33万円
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差

引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年
金や障害年金は、収入に含みません。

※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

●賦課限度額の改正について
　　中間所得層の負担軽減を図るため、また上位所得者にも応分の負担を求める観点から高齢

者の医療の確保に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、賦課限度額が62万円
から64万円（2万円増）に変更となりました。

●計算例（単身世帯で年金収入210万円の場合）

●軽減特例の段階的見直しについて
　　上記①、②については、平成30年度まで特例措置により9割又は8.5割軽減でしたが、世代間の公

平を図る観点などを踏まえ、段階的に制度本来の仕組みである7割軽減に戻ることとなりました。

●軽減基準の改正について
　　上記③、④について、軽減の基準が引き上げられ、対象範囲が拡大されました。

均等割額
被保険者一人当たり

46,000円

１年間の保険料額
（100円未満切捨て）

※賦課限度額64万円
= ＋

1．所得が低い方に対する均等割額の軽減
　世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

2．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
　　後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等
割額が5割軽減（加入後2年間に限る）されます。また、所得割額の負担はありません。

　※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
　※「1．所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先

されます。

1．単身世帯の保険料早見表（概算）
　　単身世帯の被保険者本人の収入が、年金収入のみとした場合

※7割軽減の方は年金生活支援
給付金や介護保険料の軽減
強化といった支援策の対象と
なります。ただし、非課税等の
要件があります。

※保険料額は均等割軽減後の
金額です。

2．２人世帯の保険料早見表（概算）
　　夫婦2人世帯（ともに後期高齢者医療保険制度の被保険者）で、世帯主である夫の収入が公的

年金のみ、妻の収入が公的年金収入80万円以下の場合

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が330万円未満は120万
円）を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除（15万円）を差引いて判定します。

・軽減判定所得：年金収入210万円－公的年金控除120万円－特別控除15万円＝75万円
・75万円＜２割軽減基準額 85万円（33万円＋52万円×被保険者数１人）
均等割額46,000円×0.8（２割軽減該当のため）＝  36,800円

均
等
割

・賦課のもととなる金額：210万円－公的年金控除120万円－基礎控除33万円＝57万円
57万円×所得割率8.50％＝  48,450円

所
得
割

１年間の保険料額  ＝  均等割額36,800円  ＋  所得割額48,450円  ＝  85,200円
※100円未満切捨て
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夫の年金収入 均等割額の軽減割合 世帯主（夫） 世帯員（妻）
令和２年度 保険料額 令和２年度 保険料額

80万円以下 ７割 13,800円 13,800円
150万円 7.75 割 10,300円 10,300円
210万円 ５割 71,400円 23,000円
250万円 ２割 119,200円 36,800円
300万円 ― 170,900 円 46,000円

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合算額が次の場合 軽減割合 軽減後の均等割額
① 33万円以下の世帯（②を除く） 7.75割 10,350円
②  33万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下

の世帯（その他各種所得がない場合に限る） 7割 13,800円
③ 33万円 +「28万 5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 23,000円
④ 33万円 +「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 36,800円

軽減の基準 令和元年度 令和２年度
上記③ 「28万円×世帯の被保険者数」 「28万5千円×世帯の被保険者数」
上記④ 「51万円×世帯の被保険者数」 「52万円×世帯の被保険者数」

軽減の基準 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
上記①の場合 8.5 割軽減 8.5割軽減 7.75割軽減 ７割軽減上記②の場合 ９割軽減 ８割軽減 ７割軽減

年金収入 均等割額の軽減割合 令和2年度 保険料額
80万円以下 7割 13,800円

150万円 7.75割 10,300円
190万円 5割 54,400円
210万円 2割 85,200円
300万円 ― 170,900円

所得割額
（賦課のもととなる金額）

× 8.50％

個人ごとの保険料額の決めかた

令和２年度の保険料の具体例

令和２年度の保険料軽減措置について

※賦課のもととなる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除33万円
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差

引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年
金や障害年金は、収入に含みません。

※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

●賦課限度額の改正について
　　中間所得層の負担軽減を図るため、また上位所得者にも応分の負担を求める観点から高齢

者の医療の確保に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、賦課限度額が62万円
から64万円（2万円増）に変更となりました。

●計算例（単身世帯で年金収入210万円の場合）

●軽減特例の段階的見直しについて
　　上記①、②については、平成30年度まで特例措置により9割又は8.5割軽減でしたが、世代間の公

平を図る観点などを踏まえ、段階的に制度本来の仕組みである7割軽減に戻ることとなりました。

●軽減基準の改正について
　　上記③、④について、軽減の基準が引き上げられ、対象範囲が拡大されました。

均等割額
被保険者一人当たり

46,000円

１年間の保険料額
（100円未満切捨て）

※賦課限度額64万円
= ＋

1．所得が低い方に対する均等割額の軽減
　世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

2．被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
　　後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等
割額が5割軽減（加入後2年間に限る）されます。また、所得割額の負担はありません。

　※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
　※「1．所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先

されます。

1．単身世帯の保険料早見表（概算）
　　単身世帯の被保険者本人の収入が、年金収入のみとした場合

※7割軽減の方は年金生活支援
給付金や介護保険料の軽減
強化といった支援策の対象と
なります。ただし、非課税等の
要件があります。

※保険料額は均等割軽減後の
金額です。

2．２人世帯の保険料早見表（概算）
　　夫婦2人世帯（ともに後期高齢者医療保険制度の被保険者）で、世帯主である夫の収入が公的

年金のみ、妻の収入が公的年金収入80万円以下の場合

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が330万円未満は120万
円）を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除（15万円）を差引いて判定します。

・軽減判定所得：年金収入210万円－公的年金控除120万円－特別控除15万円＝75万円
・75万円＜２割軽減基準額 85万円（33万円＋52万円×被保険者数１人）
均等割額46,000円×0.8（２割軽減該当のため）＝  36,800円

均
等
割

・賦課のもととなる金額：210万円－公的年金控除120万円－基礎控除33万円＝57万円
57万円×所得割率8.50％＝  48,450円

所
得
割

１年間の保険料額  ＝  均等割額36,800円  ＋  所得割額48,450円  ＝  85,200円
※100円未満切捨て
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全体の医療費

保険でまかなう医療給付費

自己負担
（窓口支払分）
（1割又は3割）

公費（国、県、市町村）
【約５割】

後期高齢者支援金
（現役世代の負担分）

【約４割】

高齢者の
保険料

【約１割】

【茨城県の医療給付費】
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【茨城県後期高齢者医療給付費準備基金残高】
基金残高（億円）

令和２・３年度における茨城県の
後期高齢者医療保険料率が決まりました

後期高齢者医療保険料率の見直しについて

均等割額 （参考）平成３０・令和元年度

均等割額　39,500円
所得割率　8.00％

　令和2・3年度の後期高齢者医療保険料率が下記のとおり決定されました。（※茨城県内は均一
の保険料率となります。）

　後期高齢者医療保険料率は、都道
府県単位で計算され、2年ごとに見
直されます。

　後期高齢者医療制度では、広域連
合から医療機関へ支払う医療給付費
（医療費から被保険者の窓口負担を
除いた分）の約1割を、後期高齢者医
療保険料でまかなっているため、後期
高齢者医療保険料率は、今後2年間の
医療給付費等の見込みに対応できる
よう計算します。

保険料率改定についてのＱ＆Ａ

Ｑ．保険料率はどのように決まるのですか？

　高齢者の医療の確保に関する法律第104条及び同法施行令第18条において、算出の方
法が定められています。
　今後2年間（令和2・3年度）で必要な費用額（後期高齢者医療給付費、保健事業に要する
経費及び葬祭費等）から、保険料以外の収入額（国や県、市町村からの負担金、現役世代か
らの支援金等）を差引くことにより、保険料として必要な金額を算出し、被保険者数や所
得の見込みを考慮して保険料率を決定します。

　被保険者数の増加に伴い、医療
給付費は年々増加しております
が、茨城県では、後期高齢者医療
広域連合が保有する基金を取り
崩すことで、保険料率を8年間（平
成24年度～令和元年度）据え置く
ことができました。

　しかし、令和元年度末で基金が
底をつくため、令和2・3年度の医
療給付費を保険料でまかなえるよう、
保険料率を改定いたしました。

　保険制度の安定的な維持・運営
のため、ご理解くださいますよう
お願いいたします。

46,000円（6,500円増）
所得割率 8.50％（0.50％増）

A

Ｑ．私の令和２年度の保険料額は具体的にいくらになりますか？

　令和2年度の保険料額は、令和元年（平成31年）中の所得によって決まります。具体的な
保険料額については、令和2年7月頃に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。
　なお、毎年、均等割のみ納めている方は、2ページ目の「1．所得が低い方に対する均等割
額の軽減」の表をご参照ください。

A

Ｑ．令和４年度以降の保険料率はどうなりますか？

　保険料率の見直しは２年ごとに行います。令和4・5年度の保険料率については、令和3年
度に直近の医療給付費の動向や制度改正等を勘案して算出します。

A

Ｑ．こんなに保険料率が上がる理由は何ですか？

　保険料は、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費（医療費から被保険者の窓口負担
を除いた分）のおよそ1割分に充てています。
　被保険者数の増加に伴う医療給付費の増加や、後期高齢者負担率（※）の上昇により、必
要な保険料額は年々増加しています。
　当広域連合では、保有する基金（過去に納めていただいた保険料や国交付金等の残額）
を取り崩して保険料不足分を補てんすることで、保険料率を8年間（平成24年度～令和元
年度）据え置くことができました。
　しかし、この基金が令和元年度で底をつくため、令和2・3年度の医療給付費を保険料で
まかなえるよう、保険料率を改定いたしました。
　※医療給付費における後期高齢者負担（保険料）の割合のことで、国が決定します。現役

世代からの支援金（医療給付費の約４割分）を担う若年人口が年々減少している中、
現役世代1人当たりの負担の増加を緩和するため、世代間負担の公平性の観点から、
後期高齢者負担率が上昇しています。（令和元年度11.18％→令和2・3年度11.41％）

A

茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課   TEL.029-309-1213

お問い合わせ先
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